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左欄について 

 

「高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施

要綱」及び「高松市通所型サービスの人員、設備

及び運営に関する基準を定める要綱」を記載して

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右欄について 

 

下線を付した部分は高松市介護予防・日

常生活支援総合事業における独自の内容で

す。 

 

その他の部分は左欄で引用した厚生労働

省告示等を記載しています。 

 

上記以外は現行の介護予防通所介護にお

ける通知【指定居宅サービス等及び指定介

護予防サービス等に関する基準について

（11.9.17 老企第 25 号）】及び【指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（18.3.17 老計発第 0317001 号・老高

発第 0317001 号・老老発第 0317001 号：別

紙１）】を準用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（通所型サービスＣ） 

- 2 - 

 

 

 

 

高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

第１条～第６条 （略） 

 

（介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額） 

第７条  介護予防・生活支援サービス事業（指定事業者（法第１

１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者をいう。以下同

じ。）が実施するものに限る。次項、次条及び第１０条において

同じ。）に要する費用の額は、別表第１及び別表第２の規定によ

り算定した単位数を合計したものに次の各号に掲げるサービス

の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。 

(１)  訪問型サービス １０円に厚生労働大臣が定める一単位

の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号。次号において

「単価告示」という。）に定める高松市の地域区分における介

護予防訪問介護の割合を乗じて得た額 

(２) 通所型サービス １０円に単価告示に定める高松市の地

域区分における介護予防通所介護の割合を乗じて得た額 

２  前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業に要する

費用額を算定した場合において、その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

 

第８条から第１４条（略） 

 

（変更等の届出） 

第１５条  指定事業者は、省令第１４０条の６３の５第１項第１

号、第２号、第４号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）

から第８号まで、第 １２号及び第１４号に掲げる事項に変更が

あった場合は、当該変更のあった日から１０日以内に高松市介

護予防・生活支援サービス事業者変更届（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

２  指定事業者は、指定又は指定の更新に係る事業の廃止又は休

止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の１月前まで

に高松市介護予防・生活支援サービス事業者廃止・休止届（様

式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３  指定事業者は、休止した指定又は指定の更新に係る事業を再

開した場合は、当該再開の日から１０日以内に高松市介護予

防・生活支援サービス事業者再開届（様式第７号）を市長に提

出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域区分別１単位の単価（介護予防通所介護） 

高松市（７級地）の場合、１０．１４円。 

 

 

 

 

 

 

◎変更届の取り扱いについて（介護予防通所介護と同じ） 

 変更届については、以下のとおり取扱うこととする。 

（１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従

業者の配置状況と比較して増減があり、下記（２）の条

件を全て満たす場合は、４月１日の配置状況を４月末ま

でに提出。この場合は、上記以外の時期に従業者の員数

に係る変更届の提出の必要はありません。 

（２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② 指定の更新を受けるものでないこと。 

③ 体制（加算、減算）に変更がないこと。 

④ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が

必要な場合や指導監査の改善報告等により市が変更

届の提出を求めていないこと。 

（３）留意事項 

①運営規程の記載について 

   運営規程については、従業者の員数の変更の都度記

載を修正すること。（市への提出は年１回だが、運営

規程はその都度修正が必要。） 

②新規事業者の取り扱い 

   新規事業者の指定の翌年度については、上記（１）

の「前年４月１日の従業者の配置状況」を「指定年月

日の従業者の配置状況」と読み替えるものとする。 

③管理者に変更が生じた場合の取り扱い 

   管理者に変更が生じた場合は、従来どおり、変更届

の提出が必要となる。その際に、直近の市への届出内

容から従業者の員数に変更が生じている場合には、従

来どおり、必要書類を添付すること。この場合には、

上記（１）の「前年４月１日の従業者の配置状況」を

「管理者の変更年月日」と読み替える。 

④指定の更新を受ける場合の取り扱い 

   指定の更新を受ける場合には、直近の市への届出内

容から従業者の員数に変更が生じている場合には、変

更届の提出が必要。 
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第１６条～第２１条 （略） 

 

附則 （略） 

 

別表第１（第７条関係） （略） 

 

別表第２（第７条関係） 

１ 介護予防通所介護相当サービス費 （略） 

 

２ 通所型サービスＡ費 （略） 

 

３ 通所型サービスＣ費 

  (１) 通所型サービスＣ費 ３０５単位（１回につき） 

    注１ 通所型サービスＣ費に係る算定回数の限度は週１ 

回までとし、算定期間の限度は６か月間までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注２ 通所型サービスＣの実施に当たり、送迎を行わない

場合は、片道につき４７単位を所定単位数から減算す

る。 

 

 

 

 

 

 

注３ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期

入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介

護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護

予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所

型サービスＣ費は、算定しない。 

注４ 利用者が一の指定通所型サービスＣ事業所におい

て通所型サービスＣを受けている間は、当該指定通所型

サービスＣ事業所以外の指定通所型サービスＣ事業所

が通所型サービスＣを行った場合に、通所型サービスＣ

費は、算定しない。 

   注５ 利用者が一の指定通所型サービスＣ事業所において

通所型サービスＣを受けている間は、指定介護予防通所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣの提供時間が短縮した場合の算定 

 通所型サービスＣの提供時間は１時間３０分以上とさ

れている（高松市通所型サービスの人員、設備及び運営に

関する基準を定める要綱第６１条第７項）が、利用者が体

調不良や私用のために早く帰宅し、提供時間が１時間３０

分を下回った場合も、事業所が何らかのサービス（到着時

の健康状態の確認を含む）を実施している場合は通所型サ

ービスＣ費を算定できる。 

 なお、通所型サービスＣ計画の計画上のサービス提供時

間は１時間３０分以上とすること。 

 

◎通所型サービスＣの利用を別の週に振替えた場合の算

定回数の限度（週１回まで）について 

 振替えの結果、算定回数の限度（週１回まで）を超えた

場合も、算定できない。 

 

◎通所型サービスＣの利用を中断した場合の算定期間の

限度（６か月間まで）について 

暦月（１日から月末日まで）で１度も利用しなかった場

合に限り、当該月を算入しない。 

 

◎通所型サービスＣの利用を月途中から開始した場合の

算定期間の限度（６か月間まで）について 

 初回利用日が属する月の５か月後の月末日まで算定可

能である。（例 初回利用日：６月１０日→１１月末日ま

で算定可能） 

 

 

◎送迎を行わない場合の減算について 

 利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場

合など事業者が利用者に対してその居宅と指定通所型サ

ービスＣ事業所との間の送迎を実施していない場合は、片

道につき減算の対象となる。 

なお、駅等を待ち合わせ場所として定めるなど、利用者

の居宅以外に送迎を行った場合は、送迎を実施していない

ものとして取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

◎総合事業の同時算定の可否について 

 末尾資料２を参照。 
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介護相当サービス事業所が介護予防通所介護相当サービ

スを行った場合に、介護予防通所介護相当サービス費は、

算定しない。 

   注６ 利用者が一の指定通所型サービスＣ事業所において

通所型サービスＣを受けている間は、指定通所型サービ

スＡ事業所が通所型サービスＡを行った場合に、通所型

サービスＡ費は、算定しない。 

(２) 栄養改善加算 １５０単位 

   注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして

市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ

れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改

善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等

の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向

上に資すると認められるもの（以下この注及び(４)にお

いて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。 

ア 管理栄養士を１名以上配置していること。 

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養

士その他の職種の者（以下この注において「管理栄養

士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂食・嚥

下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

していること。 

 

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が

栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄

養状態を定期的に記録していること。 

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に

評価していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (３) 口腔機能向上加算 １５０単位 

   注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして

市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそ

のおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能

の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指

導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導

若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注及び(４)に

おいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場

合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ア 歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を

１名以上配置していること。 

イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、歯科医

師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、従事者その

他の職種の者（以下「歯科医師等」という。）が共同

して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成

していること。 

ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い歯

科医師等が口腔機能向上サービスを行っているとと

もに、利用者の口腔機能を定期的に記録しているこ

と。 

エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状

況を定期的に評価していること。 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣの栄養改善加算について 

介護予防通所介護の栄養改善加算に係る通知の内容に

加え、以下の通り取り扱うこと。 

栄養改善サービスは原則、月２回実施すること。１回当

たりの実施時間は３０分程度を基本とする。 

また、同一の利用者に対して栄養改善サービスと口腔機

能向上サービスを同じ日に実施しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣの栄養改善サービスについて 

介護予防通所介護の栄養改善サービスに係る通知の内

容に加え、以下の通り取り扱うこと。 

高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べ

ること」を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の

確立と自己実現を支援することを目的として、栄養相談と

栄養教育を組み合わせて実施する。 

 具体的には、簡単な食事習慣調査などを用いた栄養相

談、低栄養状態のリスクの理解、食べることの意義や栄養

改善のための食べ方についての学習、口腔状態や生活リズ

ムと食事についての学習等を行う。 

なお、サービス終了後も自宅で各人が継続して行えるよ

うな内容とする。 

 

◎通所型サービスＣの口腔機能向上加算について 

介護予防通所介護の口腔機能向上加算に係る通知の内

容に加え、以下の通り取り扱うこと。 

口腔機能向上サービスは原則、月２回実施すること。１

回当たりの実施時間は３０分程度を基本とする。 

また、同一の利用者に対して口腔機能向上サービスと栄

養改善サービスを同じ日に実施しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣの口腔機能向上サービスについて 

介護予防通所介護の口腔機能向上サービスに係る通知

の内容に加え、以下の通り取り扱うこと。 

高齢者の摂食・嚥下機能の低下を早期に発見し、その悪

化を予防する観点から口腔機能の向上のための教育や口
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  (４) 選択的サービス複数実施加算 

   注 前２号に規定する基準に適合しているものとして、市

長に届け出た指定通所型サービスＣ事業所が、利用者に

対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスのい

ずれも実施した場合に、１月につき４８０単位を所定単

位数に加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向

上加算を算定している場合は、算定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関する機能訓練の指導等

の事業を実施する。 

具体的には、口腔ケアの必要性（病気との関係等）、口

腔乾燥の予防法について、食事姿勢、環境について等の口

腔機能向上についての学習、口腔チェック（口腔清掃法の

習得等）、口腔運動（深呼吸、発声練習、遊ビリテーショ

ン（リハビリ＋遊び）で大声を出す等）等を行う。 
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高松市通所型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定め

る要綱 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６３の６及び

高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年

１０月１日施行。以下「実施要綱」という。）第１３条第４項及

び第１７条第５項の規定に基づき、実施要綱第３条第１号イに

規定する通所型サービスを実施する事業者等の指定及び届出に

係る人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（一般原則） 

第２条 指定事業者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第１１５条の４５の３第１項の指定又は第

１１５条の４５の６第１項の指定の更新を受けた者をいう。以

下同じ。）及び通所型サービスＢを実施する者（以下「指定事

業者等」という。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常

に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならな

い。 

２ 指定事業者等は、通所型サービスを運営するに当たっては、

地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防・生活支援サー

ビスを実施する者（以下「介護予防・生活支援サービス事業者」

という。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供

する者との連携に努めなければならない。 

 

   第２章 介護予防通所介護相当サービスの基準 （省略） 

 

   第３章 通所型サービスＡの基準 （省略） 

 

   第４章 通所型サービスＢの基準 （省略） 

 

第５章 通所型サービスＣの基準  

    第１節 基本方針 

第５６条 通所型サービスＣは、その利用者が可能な限りその居

宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援のほか短期・集中的に運動器機能向上、栄

養改善、口腔機能向上等のための訓練を行うことにより、利用

者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

    第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５７条 通所型サービスＣを行う者（以下「指定通所型サービ

スＣ事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

通所型サービスＣ事業所」という。）ごとに置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。 

 (１) 従事者 通所型サービスＣの単位ごとに、利用者が１

５人以下の場合にあってはその提供を行う時間帯（以下こ

の号において「提供時間」という。）を通じて従事者（専

ら当該通所型サービスＣの提供に当たる者に限る。以下同

じ。）の数が２以上、利用者の数が１５人を超え２５人以

下の場合にあっては提供時間を通じて従事者の数が３以上

確保されるために必要と認められる数 

 (２) 機能訓練指導員又は健康運動指導士 １以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣにおける従業者の休憩時間の取扱い 

 労働基準法第３４条において最低限確保すべきとされ

ている休憩時間について、通所型サービスＣでは、勤務延

時間数に算入することができない（提供時間の途中で休憩

を取った場合、当該従業者は提供時間を通じての配置の要

件を満たさない）。 

 

 

 

 

 

 

【機能訓練指導員】 

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員（看護

師、准看護師）、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有するもの。 

 

◎通所型サービスＣにおける機能訓練指導員又は健康運

動指導士について 

 業務内容は事前・事後アセスメント及び通所型サービス
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２ 前項第１号の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に

支障がない場合は、他の通所型サービスＣの単位の従事者とし

て従事することができるものとする。 

３ 前２項の通所型サービスＣの単位は、通所型サービスＣであ

ってその提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行

われるものをいう。 

４ 第１項第２号の機能訓練指導員又は健康運動指導士は、日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する者とし、通所型サービスＣの他の職務に従事する

ことができるものとする。 

５ 実施要綱別表第２第３項第２号の規定により配置されている

管理栄養士は、通所型サービスＣの他の職務に従事することが

できるものとする。 

６ 実施要綱別表第２第３項第３号の規定により配置されている

歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員は、通所型サ

ービスＣの他の職務に従事することができるものとする。 

７ 前３項の場合において、機能訓練指導員、健康運動指導士、

管理栄養士、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

が他の職務に従事したときは、他の職務の員数に含むことがで

きるものとする。 

（管理者） 

第５８条 指定通所型サービスＣ事業者は、指定通所型サービス

Ｃ事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定通所型サービスＣ事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定通所型サービスＣ事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

第５９条 指定通所型サービスＣ事業所には、機能訓練室を有す

るほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに

通所型サービスＣの提供に必要なその他の設備及び備品等を備

えなければならない。 

２ 前項の機能訓練室は、３平方メートルに利用定員を乗じて得

た面積以上とすること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら通所型サービスＣの事業の用に

供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所

型サービスＣの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所型サービスＣ事業者が第１項

に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービスＣ以外

のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとす

る。 

    第４節 運営に関する基準 

 

 

 

 （１単位の定員） 

第６０条 通所型サービスＣの単位は、同時に２５人を超える利

用者に対して通所型サービスＣを行うことができない。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ計画の作成であり、提供日ごとの配置や提供時間帯を通

じた配置までは必要無いが、当該職務に必要な時間数の配

置を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所介護と総合事業の管理者の兼務について 

 末尾資料３を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎１単位の定員について 

 単位とは、同時に一体的に提供される通所型サービスＣ

をいう。なお、サービスの提供が一体的に行われていない

場合（別集団で実施している場合）は、別の単位として扱

われる。 

従って、１単位の定員は２５人までとしているが、複数

の単位を同時に実施することで（集団を分けることで）２

５人を超える利用者に対して同時に通所型サービスＣを

提供することも可能である。 
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    第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 

（通所型サービスＣの基本取扱方針） 

第６１条 通所型サービスＣは、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所型サービスＣ事業者は、自らその提供する通所型サ

ービスＣの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師

とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定通所型サービスＣ事業者は、当該通所型サービスＣ事業

者に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者に

よる評価を受けるよう努めなければならない。 

４ 指定通所型サービスＣ事業者は、介護通所型サービスＣの提

供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改

善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目

的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

５ 指定通所型サービスＣ事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供

に努めなければならない。 

６ 指定通所型サービスＣ事業者は、通所型サービスＣの提供に

当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう

適切な働きかけに努めなければならない。 

７ 通所型サービスＣの提供時間は、１回当たり１時間３０分以

上とするものとする。 

 

 

 

 

 

８ 通所型サービスＣの提供期間は、６月以内とするものとする。 

（通所型サービスＣの具体的取扱方針） 

第６２条 通所型サービスＣの方針は、第５６条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

(１) 通所型サービスＣの提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の

適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うもの

とする。 

(２) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、前号に規定す

る利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型

サービスＣの目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型

サービスＣ計画を作成するものとする。 

(３) 通所型サービスＣ計画は、既に介護予防サービス計画又

は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(４) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、通所型サービ

スＣ計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

(５) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、通所型サービ

スＣ計画を作成した際には、当該通所型サービスＣ計画を利

用者に交付しなければならない。 

(６) 通所型サービスＣの提供に当たっては、通所型サービス

Ｃ計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を

行うものとする。 

(７) 通所型サービスＣの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

 

 

◎ 複数の通所型サービスを同一の部屋で行う場合にグル

ープを分けずに実施できるか 

末尾資料１を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎通所型サービスＣの提供時間について 

 提供時間に算入できる時間は運動実施時間（途中、休憩

を含む）、学習時間（運動の必要性、介護予防の必要性等）、

栄養改善サービス、口腔機能向上サービス及び初回・最終

回における体力測定等を行う時間に限られる。 

レクリエーション・入浴・食事等の時間は含まれない。 

 

 

◎通所型サービスＣの具体的取扱方針 

 以下のとおり実施すること。 

ア 利用者ごとに機能訓練指導員又は健康運動指導士に

よる、通所型サービスＣの実施に当たってのリスク評

価、体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮

すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況

を、利用開始時に把握すること。 

イ 機能訓練指導員又は健康運動指導士が、暫定的に、利

用者ごとのニーズを実現するためのおおむね３月から

６月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）

及び長期目標を達成するためのおおむね１月程度で達

成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定する

こと。長期目標及び短期目標については、介護予防サー

ビス計画又は介護予防ケアマネジメントと整合が図れ

たものとすること。 

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、当該利

用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、

１回当たりの実施時間、実施形態等を通所型サービスＣ

計画に記載すること。また、通所型サービスＣ計画につ

いては、通所型サービスＣの提供による効果、リスク、

緊急時の対応等と併せて、利用者にわかりやすい形で説

明し、その同意を得ること。 

エ 提供する通所型サービスＣについては、国内外の文献

等において介護予防の観点からの有効性が確認されて

いる等の適切なものとすること。また、通所型サービス

Ｃ計画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性

等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

オ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、
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ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(８) 通所型サービスＣの提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うも

のとする。 

(９) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、通所型サービ

スＣ計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも

１月に１回は、当該通所型サービスＣ計画に係る利用者の状

態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当

該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防

ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告

するとともに、当該通所型サービスＣ計画に記載したサービ

スの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、

当該通所型サービスＣ計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）を行うものとする。 

(10) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、モニタリング

の結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護

予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した

指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

(11) 指定通所型サービスＣ事業所の管理者は、モニタリング

の結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスＣ計画の変更

を行うものとする。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は、前号に規定する通所

型サービスＣ計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第６３条 第７条から第３８条まで、第４１条及び第４２条の規

定は、通所型サービスＣの事業について準用する。この場合に

おいてこれらの規定中「指定介護予防通所介護相当サービス事

業者」とあるのは「指定通所型サービスＣ事業者」と、「介護

予防通所介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスＣ」

と、「指定介護予防通所介護相当サービス事業所」とあるのは

「指定通所型サービスＣ事業所」と、第３４条第４項中「第６

条第４項」とあるのは「第５９条第４項」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

 

※以下、準用 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防

通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第２３条に規定する重要事項に関

する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ

利用者の当該短期目標の達成度と客観的な運動器の機

能の状況について確認し、記録するとともに、必要に応

じて、通所型サービスＣ計画の修正を行うこと。 

カ 通所型サービスＣ計画に定める実施期間終了後に、利

用者ごとに、長期目標の達成度及び運動器の機能の向上

について、事後アセスメントを実施し、その結果を記録

し、当該利用者に係る介護予防支援事業者に報告するこ

と（これにより、基準要綱第６２条第９号及び第１０号

のモニタリングの実施、記録及び報告を満たすものとす

る）。 

当初の通所型サービスＣ計画に定める実施期間が６

ヵ月未満で、介護予防支援事業者による当該報告もふま

えた介護予防ケアマネジメントの結果、通所型サービス

Ｃの継続が必要であるとの判断がなされる場合には、前

記アからカまでの流れにより、継続して通所型サービス

Ｃを提供する。（当初の利用開始から通算して６か月を

超えないこと） 

 

◎通所型サービスＣのプログラムについて 

転倒・骨折の防止、加齢に伴う運動器の機能低下の予

防・向上及び腰痛・膝痛の対策を目的として、ストレッチ、

有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等を実施すること

（機器を使用しない機能的トレーニングも可能である）。

サービス終了後も自宅で各人が継続して行えるような内

容及び使用用具とする。 

 

◎指定介護予防支援事業者への報告について 

 利用者の状態やサービスの利用回数等報告は、文書に

て、指定介護予防支援事業者の担当ケアマネジャーに行う

こと。 

 

◎初回・最終回における体力測定等の実施について 

 通所型サービスＣの利用者の初回・最終回のそれぞれの

利用日が属する月に「通所型サービスＣ体力測定等記録」

（末尾資料４）の様式により体力測定等を実施し記録する

こと。 

当該記録は事業所で保管し、当該利用者に係る訪問型サ

ービスＣ事業所又は介護予防支援事業者から求めがあっ

た際は、提供すること。 

また、通所型サービスＣの提供が終了した際には介護予

防支援事業者に提供すること。 
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ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用申込者又

はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文

書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することができる。この場合

において、当該指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、

当該文書を交付したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げる

もの 

ア 指定介護予防通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを

接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要

事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場

合にあっては、指定介護予防通所介護相当サービス事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をも

って調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへ

の記録を出力することによる文書を作成することができるもの

でなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防通

所介護相当 サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、第２項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防通所介護相

当サービス事業者が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防通所介護相当サー

ビス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁

的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定

する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承

諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、正当な理

由なく介護予防通所介護相当サービスの提供を拒んではならな

い。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該指定

介護予防通所介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域

（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。
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以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予

防通所介護相当サービスを提供することが困難であると認めた

場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、

適当な他の指定介護予防通所介護相当サービス事業者等の紹介

その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の

提示する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要支援

認定又は事業対象者の確認（以下「要支援認定等」という。）

の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項の介護保

険被保険者証に、法第１１５条の３第２項の規定により認定審

査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮

して、介護予防通所介護相当サービスを提供するように努めな

ければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を

受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防支援

又は介護予防ケアマネジメント（これらに相当するサービスを

含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日前

にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１２条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防支援事

業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第

３０条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同

じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者との連携） 

第１３条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支

援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所

介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護

予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（第１号事業支給費の支給を受けるための援助） 

第１４条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省

令第８３条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用

申込者又はその家族に対し、介護予防 サービス計画又は介護

予防ケアマネジメントの作成を介護予防支援事業者に依頼する

旨を市に対して届け出ること等により、第１号事業支給費の支

給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業

者に関する情報を提供することその他の第１号事業支給費の支

給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護保険法第１１５条の３第２項】 

（指定介護予防サービスの事業の基準） 

指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス

を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、

認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会

意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービ

スを提供するように努めなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護保険法施行規則（省令）第８３条の９号のいずれに

も該当しないとき】 

介護予防サービス費の支給の要件を満たしていないと

き。 
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（介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿った

サービスの提供） 

第１５条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防サービス計画（省令第８３条の９第１号ハ及びニに規定する

計画を含む。以下同じ。）又は介護予防ケアマネジメントが作

成されている場合は、当該計画に沿った介護予防通所介護相当

サービスを提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第１６条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者

が介護予防 サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変

更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者へ

の連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１７条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防通所

介護相当サービスの提供日及び内容、当該介護予防通所介護相

当サービスについて法第１１５条４５の３第３項の規定により

利用者に代わって支払を受ける第１号事業支給費の額その他必

要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防

ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載

しなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所

介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場

合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならない。 

（利用料の受領） 

第１８条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代

理受領サービス（法第１１５条の４５の３第３項の規定により

第１号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防通所介護

相当サービス事業者に支払われる場合の当該第１号事業支給費

に係る介護予防通所介護相当サービスをいう。以下同じ。）に

該当する介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所介護相当

サービスに係る第１号事業に要する費用から当該介護予防通所

介護相当サービス事業者に支払われる第１号事業支給費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領

サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスを提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通

所介護相当サービスに係る第１号事業に要する費用との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、前２項の支払

を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受

けることができる。 

(１) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居

住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

(２) 食事の提供に要する費用 

(３) おむつ代 

(４) 前３号に掲げるもののほか、介護予防通所介護相当サービス

の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並

びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成１７年厚生

労働省告示第４１９号）に定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、第３項の費用

の額に係る サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護保険法第１１５条４５の３第３項の規定】 

 代理受領払の規定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針】（抜粋） 

 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費

用に相当する額を基本とすること。 
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第１９条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスに

係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防通所介護

相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければ

ならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第２０条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防通所介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に

通知しなければならない。 

(１) 正当な理由なしに介護予防通所介護相当サービスの利用に

関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進さ

せたと認められるとき又は要介護状態になったと認められると

き。 

(２) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けよ

うとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２１条 従業者は、現に介護予防通所介護相当サービスの提供

を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。 

（管理者の責務）  

第２２条 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者

は、指定介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者の管理

及び介護予防通所介護相当 サービスの利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものと

する。  

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該

指定介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者にこの節及

び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす

る。 

（運営規程） 

第２３条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定介

護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(３) 営業日及び営業時間 

(４) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員 

(５) 介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の

費用の額 

(６) 通常の事業の実施地域 

(７) サービス利用に当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２４条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者

に対し適切な介護予防通所介護相当サービスを提供できるよ

う、指定介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防

通所介護相当サービス事業所ごとに、当該介護予防通所介護相

当サービス事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サー

ビスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者の資質

の向上のために、毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計

画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該
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研修の結果を記録するほか、従業者の研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

（定員の遵守） 

第２５条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用定

員を超えて介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはな

らない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

（非常災害対策） 

第２６条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、非常災

害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ

ならない。 

（衛生管理等） 

第２７条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者

の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該介護予防

通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（掲示） 

第２８条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定介

護予防通所介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第２３

条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第２９条 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該介護予防

通所介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３０条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定介

護予防通所介護相当サービス事業所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３１条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予

防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３２条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、提供し

た介護予防通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項の苦情を

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、提供した介護

予防通所介護相当サービスに関し、法第２３条の規定により市

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市
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の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、市からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければな

らない。 

５ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、提供した介護

予防通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会を

いう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に

協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、国民健康保険

団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第３３条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、その事

業の運営に当たっては、提供した介護予防通所介護相当サービ

スに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３４条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者

に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発

生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護

予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなら

ない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対す

る介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、第６条第４項

の介護予防通所介護相当サービス以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要

な措置を講じなければならない。 

（会計の区分） 

第３５条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定介

護予防通所介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとと

もに、介護予防通所介護相当サービスの事業の会計とその他の

事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３６条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対す

る介護予防通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

(１) 介護予防通所介護相当サービス計画 

(２) 第１７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(３) 第２０条に規定する市への通知に係る記録 

(４) 第３２条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(５) 第３４条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

（非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示） 
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第３７条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、第２６

条の規定により非常災害対策に関する具体的な計画を立てたと

きは、指定介護予防通所介護相当サービス事業所の見やすい場

所に、その概要を掲示しなければならない。 

 （非常災害時の連携協力体制の整備） 

第３８条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、非常災

害時の利用者の安全の確保を図るため、あらかじめ、他の介護

予防・生活支援サービス事業者間の及び市、その他の地方公共

団体、関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう

努めなければならない。 

（介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点） 

第４１条 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、

介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留

意しながら行わなければならない。 

(１) 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提

供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにお

けるアセスメント（指定介護予防支援等基準第３０条第７号に

規定するアセスメントをいう。）において把握された課題、介

護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善

状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努め

ること。 

(２) 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向

上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提

供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認さ

れている等の適切なものとすること。 

(３) 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提

供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、

利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行

わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図る

こと等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第４２条 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービ

スの提供を 行っているときに利用者に病状の急変等が生じた

場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従

業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡

を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提

供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提

供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の

体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容と

するよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提

供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気

を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速

やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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通所介護 介護予防通所介護
介護予防通所介護相当

サービス
通所型サービスＡ
（緩和基準）

通所型サービスＣ
（短期集中型）

通所型サービスＢ
（住民主体）

不可（※２）

他と区分する

他と区分する（※４） 他と区分する 他と区分する

通所型サービスＡの勤務時
間数で判断

通所型サービスＣの勤務時
間数で判断

通所型サービスＢの勤務時
間数で判断

他と区分する（※８） 他と区分する 他と区分する

他と区分する 他と区分する 他と区分する

通所型サービスＡの利用者
数で判断

他と区分する（※１０） 他と区分する（※１０） 他と区分する（※１０）

（※１）

（※２）

（※３）

（※４）

（※５）

（※６）

（※７）

（※８）

（※９）

（※１０）

これらのサービス間では可能（※１）

これらのサービスの同時最大定員×３㎡

これらのサービスの利用者数の合計で判断

（資料１）　　　同一の部屋で通所介護と総合事業を実施する場合の取扱い

人員基準

新しい総合事業

利用定員（※９）

定員超過による減算

同一の部屋での同時提供

食堂及び機能訓練室の必要面積

提供にあたる職員の区分（※３）

常勤・非常勤の判断（※５）

同一グループでのサービス提供

これらのサービス間では区分しない（※４）

これらのサービス間では可能（※７）（※８）

これらのサービスの勤務時間数で判断（※６）

「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」と「通所型サービスＡ」を同じ部屋で同時に実施する時間帯がある場合は、当該時間帯の通所型サービスＡでの勤務時
間数を算入して常勤・非常勤の判断を行う。

これらのサービス間では区分しない

これらのサービス間では区分しない

これらのサービスで必要な従業者（勤務時間）の合計で判断人員基準欠如による減算

ただし、通所型サービスＣを他のサービスと同一の部屋で同時提供する場合、可動式パーテーション等で仕切る必要がある。

この表の他のサービスと重複しない別の時間帯に実施するか、別の部屋で実施する必要がある。

例：　提供にあたる職員を区分しない・・・高松太郎さんの勤務時間：「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を同時に提供する介護職員として9:00-14:00の勤務
例：　提供にあたる職員を区分する・・・高松太郎さんの勤務時間：「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を同時に提供する介護職員として9:00-12:00、　「通所
型サービスA」の介護職員として12:00-14:00の勤務

（常勤の勤務時間数が週４０時間の場合）
例①：　「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」の職員として週４０時間勤務→　いずれのサービスにおいても常勤となる。
例②：　「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」の職員として週３０時間勤務、「通所型サービスＣ」の職員として週１０時間勤務→　いずれのサービスにおいても
非常勤となる。

「通所介護」の各加算に係るサービス及び「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」の選択的サービスについては、原則、別グループでサービスを提供する必要がある。

例①：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて３０名。
例②：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて１５名、別に「通所型サービスＣ」で１５名。
例③：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて１０名、別に「通所型サービスＡ」で１０名、別に「通所型サービスＣ」で１０名。

それぞれの人員基準により、それぞれの利用者数に応じた人員配置が必要。

「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」と「通所型サービスＡ」の間では、サービス提供に支障が無い範囲で、グループを分けず合同でプログラムを実施する時
間を設けて差し支えない。

「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」の職員として配置された時間帯であっても、サービス提供に支障が無い範囲で、「通所型サービスＡ」の業務を手伝う事
は可能である（逆も同様）。ただし、勤務表は（※３）のとおり時間帯を区分して作成し、原則は勤務表どおりのサービスの業務に従事する必要がある。
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①（介護予防）通所介護・介護予防通所介護相当サービスの管理者が兼務できる職務の範囲
（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス
通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス
通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

管理者 ●
同一建物又は隣接
する場合に限る

同一建物又は隣接
する場合に限る 又は

管理者 ●

直接提供職員 直接提供職員

②通所型サービスＡの管理者が兼務できる職務の範囲
（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス★

通所型サービスＡ 通所型サービスＣ
（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス

通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

管理者
同一建物又は隣接
する場合に限る

●
★も兼務するのであれ

ば同一建物又は隣接す

る場合に限る 又は
管理者 ●

直接提供職員 直接提供職員

③通所型サービスＣの管理者が兼務できる職務の範囲
（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス★
通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

（介護予防）通所介護・

介護予防通所介護相当

サービス
通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

管理者
同一建物又は隣接
する場合に限る

★も兼務するのであれ

ば同一建物又は隣接す

る場合に限る
●

又は
管理者 ●

直接提供職員 直接提供職員

※「●」が当該管理者を示しており、網掛け部分が兼務可能な範囲である。

※なお、①～③のいずれの場合も、兼務するそれぞれの職種で勤務時間を区分する必要がある。

※上記①～③の取扱いは、同一の部屋で同時に複数のサービスを実施している場合も同様である。

（資料３）　　　通所介護と総合事業の管理者の兼務について

例：「（介護予防）通所介護・介護予防通所介護相当サービス」の生活相談員としての勤務時間９：００～１２：００、「通所型サービスＣ」の管理者としての勤務
時間１３：００～１４：００、「通所型サービスＣ」の直接提供職員としての勤務時間１４：００～１７：００。
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通所型サービスＣ体力測定等記録 

事 業 所 名  事 業 所 番 号           

記 入 者 名 (職種：       ) 

 

 

 

 

 

 

【確認項目】 

１．体力測定 初回（平成  年  月  日） 最終回（平成  年  月  日） 

握 力  （右・左） （kg） （kg） 

開眼片足立ち（右・左） （秒） （秒） 

Timed Up & Go （秒） （秒） 

※体力測定はいずれも２回測定し、よい値を記録する。値は小数点第一位まで記入し、第二位は四捨五入する。 

２．痛みについて 

部位  頚・腰・肩(右 左)・ 

股(右 左)・膝(右 左)・ 

足(右 左) 

※特に気になる 1 か所のみ○をする。  

０ １ ２ ３ ４ ５ ０ １ ２ ３ ４ ５ 

痛みを表情で表すなら…？ 

 

利 用 者 名 
 

（明大昭  年 月 日生） 

認定結果 

 
被保険者番号           

３．転倒不安尺度 

次の動作をするとしたら 

転ぶ不安は？ 

 
  

 
   

 

１ 家の掃除をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

２ 服を脱いだり、着たりする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

３ 簡単な食事の支度をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

４ お風呂に入ったり、シャワーを浴びる  １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

５ 簡単な買い物をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

６ 椅子から立ったり、座ったりする  １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

７ 階段を昇り降りする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

８ 近所を歩く １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

９ 戸棚やタンスに手を伸ばす １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

10 急いで電話に出る １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

合計点数 点  点  

４．自宅での運動状況 

内容(                      ) 

して 

いない 

すこし 

している 

して 

いる 

よく 

している 

して 

いない 

すこし 

している 

して 

いる 

よく 

している 

まったく 

不安がない 

すこし 

不安がある 
不安がある 

とても 

不安がある 

すこし 

不安がある 

まったく 

不安がない 
不安がある 

とても 

不安がある 
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通所型サービスＣ体力測定等記録 

事 業 所 名 高松デイサービスセンター 事業所番号 3 7 A 0 1 2 3 4 5 6 

記 入 者 名 高松 桜子 (職種：理学療法士) 

 

 

 

 

 

【確認項目】 

１．体力測定 初回（平成２８年１０月 ３日） 最終回（平成２９年  ３月２７日） 

握 力  （右・左） ２１．２（kg） ２２．０（kg） 

開眼片足立ち（右・左） １１．３（秒） １８．５（秒） 

Timed Up & Go ８．３（秒） ７．６（秒） 

※体力測定はいずれも２回測定し、よい値を記録する。値は小数点第一位まで記入し、第二位は四捨五入する。 

２．痛みについて 

部位  頚・腰・肩(右 左)・ 

股(右 左)・膝(右 左) 

足(右 左) 

※特に気になる 1 か所のみ○をする。  

０ １ ２ ３ ４ ５ ０ １ ２ ３ ４ ５ 

痛みを表情で表すなら…？ 

高松市地域包括支援センター 

 

利 用 者 名 
高松 太郎 

（明大昭 10 年 8 月 10 日生） 

認定結果 

対象者 
被保険者番号 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 

３．転倒不安尺度 

次の動作をするとしたら 

転ぶ不安は？ 

 
  

 
   

 

１ 家の掃除をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

２ 服を脱いだり、着たりする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

３ 簡単な食事の支度をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

４ お風呂に入ったり、シャワーを浴びる  １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

５ 簡単な買い物をする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

６ 椅子から立ったり、座ったりする  １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

７ 階段を昇り降りする １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

８ 近所を歩く １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

９ 戸棚やタンスに手を伸ばす １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

10 急いで電話に出る １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

合計点数 ２３点 １７点  

４．自宅での運動状況 

内容(      散歩          ) 

して 

いない 

すこし 

している 

して 

いる 

よく 

している 

して 

いない 

すこし 

している 

して 

いる 

よく 

している 

まったく 

不安がない 

すこし 

不安がある 
不安がある 

とても 

不安がある 

すこし 

不安がある 

まったく 

不安がない 
不安がある 

とても 

不安がある 

 
運動器に関して特に痛い部位に１つ

○をする。該当する部位に痛みが無

ければ無記入。 

自宅で行っている運動で、特に力を入れている内容を一つ記入する。 

前後とも同じ側で測定する。（【握力の例】提供前右手→提供後右手） 

機能訓練指導員又は健康運動指導

士が記入する。 

対象者（事業対象者）、支１、

支２のいずれかを記載。 


